
別表第 7 （自動車等に係る通勤手当額表） 

使用距離 身体障害に係る自動車利用者 その他 

5km 未満 4,000 円 2,000 円 

5km 以上 
8,400 円 4,200 円 

10km未満 

10km以上 
14,200円 7,100 円 

15km未満 

15km以上 
20,000円 10,000円 

20km未満 

20km以上 
25,800円 12,900円 

25km未満 

25km以上 
31,600円 15,800円 

30km未満 

30km以上 
37,400円 18,700円 

35km未満 

35km以上 
43,200円 21,600円 

40km未満 

40km以上 48,800円 24,400円 

備考 

この表中「身体障害に係る自動車利用者」は、身体に障害を有するため自動車を使用

しなければ通勤することが困難であると認められる者をいうものとし、身体障害者福祉

法 ( 昭和24年法律第 283 号 ) 第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている職員

のうち、次の各号に掲げる者に限る。 

(1) 身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第 5 号中肢体不自由の

欄に該当する職員で、自動車を使用しなければ通勤ができない状況にある者（同表に

規定する上肢 1 級若しくは 2 級、下肢 1 級、 2 級、 3 級、 4 級、 5 級若しくは 6 級又

は体幹 1 級、 2 級、 3 級若しくは 5 級の程度にあるものを目安とする。） 

(2) 自ら所有し運転する自動車を運転に供するため改造して通勤に使用している職員 

(3) その他自動車を使用しなければ通勤ができないと理事長に認められた職員 

（一部改

正 平成20年達第94号、平成21年達第98号、平成27年達第45号、平成31年達第57号） 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 8 （初任給調整手当表） 

     職員の区分 
 
期間の区分 

第 1 号又は第 3 号に該当

する職員 

第 2 号又は第 4 号に該当

する職員 

           円           円 

 1 年 未 満      51,100     21,500 

 1年以上 2 年未満      51,100     16,000 

 2年以上 3 年未満      51,100     9,500  

 3年以上 4 年未満      51,100     6,000  

 4年以上 5 年未満      51,100     5,500  

 5年以上 6 年未満      51,100     5,500  

 6年以上 7 年未満      49,300     4,500  

 7年以上 8 年未満      47,500     3,000  

 8年以上 9 年未満      45,700     2,000  

 9年以上 10年未満      43,900     1,000  

10年以上 11年未満      42,100  

11年以上 12年未満      40,300  

12年以上 13年未満      38,500  

13年以上 14年未満      36,700  

14年以上 15年未満      35,300  

15年以上 16年未満      33,900  

16年以上 17年未満      32,500  

17年以上 18年未満      31,100  

18年以上 19年未満      29,700  

19年以上 20年未満      28,300  

20年以上 21年未満      26,900  

21年以上 22年未満      26,300  

22年以上 23年未満      25,700  

23年以上 24年未満      24,700  

24年以上 25年未満 24,100  

25年以上 26年未満 23,500  

26年以上 27年未満      22,900  

27年以上 28年未満      22,300  

28年以上 29年未満 21,500  

29年以上 30年未満 21,200  

30年以上 31年未満 20,800  

31年以上 32年未満      20,200  

32年以上 33年未満      19,300  

33年以上 34年未満     18,400  

34年以上 35年未満      17,700  

（一部改正 平成21年達第98号、平成22年達第18号、平成23年達第28号、平成27年達

第45号、平成28年達第46号、平成28年達第46号、平成29年達第31号、平成30年達第45号、



令和 5 年達第 185 号） 

 



 

別表第 9 （特殊勤務手当一覧表） 

 種 類   業 務 の 内 容   支 給 額 等 

感染症予防作業手当 東部医療センター 8 階西病棟（以下

「特定病棟」という。）又は法人の

施設内の病原菌の検査、培養若しく

は動物試験を行う場所（以下これら

を「特定場所」という。）に勤務す

る職員が、特定場所において行う調

査又は研究の業務（特定場所におい

て調査又は研究の業務を行う職員

が、学校の児童若しくは生徒 ､ 工場

若しくは事務所等の従業員又は地域

の住民等多数の者について同時に病

原菌の調査等を特定場所で行うこと

が困難であるときにあっては、特定

場所以外で行う当該調査又は研究の

業務を含む。） 

日額 180 円 

（特定病棟における当

該業務にあっては 200

円） 

特定病棟における、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関す

る法律第 6 条第 2 項から第 4 項まで

（第 3 項第 2 号を除く。）、第 7 項

及び第 8 項に規定する感染症（以下

「感染症」という。）の患者の看護

業務又は感染症の病原体に汚染され

たものの消毒若しくは処理業務 

日額 160 円 

放射線取扱手当 放射線の発生装置若しくは機器等

（以下「放射線装置等」という。）

を職務上取り扱うことを常態とする

職員（以下「放射線常態取扱職員」

という。）、常時当該職員の業務を

補助する職員又は医学研究科に勤務

する職員のうち同研究科の放射線同

位元素の研究を行う施設に常駐し ､

専ら当該研究業務に従事する者が、

自ら放射線装置等を作動させて行う

医療用の診療 ､ 撮影若しくは検査の

業務、これらに関連する業務、放射

線常態取扱職員の補助業務又は医学

研究科における放射線同位元素の研

究の業務 

日額 240 円 

動物取扱手当 医学研究科に勤務する業務士が行う 日額 130 円 



 

実験用動物の飼育業務 

死体処理手当 教員以外の職員が行う人の死体の解

剖の補助業務又は解剖室の清掃業務 

日額 410 円 

入院患者の死体、解剖前の死体若し

くは解剖後の死体の処理又は搬送業

務 

1 体につき 330 円 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

夜間業務手当 病院の薬剤部、診療技術部臨床検査

技術科及び同部放射線技術科又は看

護部に勤務する職員（助産師長、看

護師長又は中央手術部に勤務する者

に限る。）が、その割り振られた正

規の勤務時間による勤務（次の各号

に掲げる勤務に限る。）で行う調

剤、検査、看護等の業務 

(1) 午後 5 時から翌日の午前 8 時30

分までの勤務（休憩時間が 465 分

のものに限る。） 

(2) 午前 8 時30分から翌日の午前 8

時30分までの勤務（休憩時間が

510 分のものに限る。） 

(3) 午後 5 時から翌日の午後 5 時ま

での勤務（休憩時間が 510 分のも

のに限る。） 

(4) 午後 4 時から翌日の午前 9 時ま

での勤務（休憩時間が90分のもの

に限 

る。） 

勤務 1 回につき 

7,200 円 

東部医療センターに勤務する職員

（教員、医師及び歯科医師並びに看

護部に属する職員を除く 。） が、そ

の割り振られた正規の勤務時間によ

る勤務の一部又は全部として午後10

時から翌日の午前 5 時までの間にお

いて行う調剤、検査等の業務 

勤務 1 回につき 

11,900円以内で理事長

が別に定める額 

西部医療センターに勤務する職員

（教員、医師及び歯科医師を除

く。）が、その割り振られた正規の

勤務時間による勤務（次の各号に掲

げる勤務に限る。）で行う調剤、検

査、看護等の業務 

(1) 午後 5 時15分から翌日の午前 0

勤務 1 回につき 

7,200 円 



 

時まで及び翌日の午前 7 時から午

前 8 時45分までの勤務 

(2) 午前 8 時45分から翌日の午前 0

時まで及び翌日の午前 7 時から午

前 8 時45分までの勤務 

みどり市民病院に勤務する副薬剤部

長、薬剤師、臨床検査技師、診療放

射線技師、看護部に勤務する管理職

手当の支給を受ける職員及び看護師

長が、その割り振られた正規の勤務

時間による勤務の一部又は全部とし

て午後10時から翌日の午前 5 時まで

の間において行う調剤、検査、看護

等の業務（休憩時間が 465 分又は

510 分の勤務に限る 。）  

勤務 1 回につき 6,800

円 

みどり市民病院及びみらい光生病院

に勤務する教員がその割り振られた

正規の勤務時間による勤務（公立大

学法人名古屋市立大学職員の勤務時

間及び休暇に関する規程細則（平成

18年公立大学法人名古屋市立大学達

第16号）第 5 条の 3 第 3 項の規定に

より割り振られた週休日（以下「年

末年始の週休日」という。）に命ぜ

られた勤務を含む。）の一部又は全

部として午後10時から翌日の午前 5

時までの間において行う業務 

勤務 1 回につき 

10,000円 

 

他の特殊勤務手当（夜

間・休日等診療業務手

当を除く。）と併給で

きる。 

夜間看護手当 病院及び各医療センターの看護部に

属する職員（病院においては、病棟

に勤務する助産師、看護師、准看護

師、助産師補又は看護師補に限

る 。） がその割り振られた正規の勤

務時間による勤務（年末年始の週休

日に命ぜられた勤務を含む。）の一

部又は全部として午後10時から翌日

の午前 5 時までの間において行う看

護の業務 

正規の勤務時間が午前

0 時30分から午前 9 時

まで又は午前 0 時45分

から午前 9 時15分まで

の間に割り振られた日

の業務 

勤務 1 回につき 

6,000 円以内で理事長

が別に定める額 

正規の勤務時間が午後

4 時30分から翌日の午

前 1 時まで又は午後 4

時45分から翌日の午前

1 時15分までの間に割



 

り振られた日の業務 

勤務 1 回につき 

5,900 円以内で理事長

が別に定める額 

正規の勤務時間が午後

4 時から翌日の午前 9

時30分まで、午後 8 時

から翌日の午前 9 時ま

で、午後 4 時15分から

翌日の午前 9 時45分ま

で又は午後 8 時15分か

ら翌日の午前 9 時15分

までの間に割り振られ

た日の業務 

勤務 1 回につき11,900

円以内で理事長が別に

定める額 

 

業務に従事する回数が

1 月に 8 回を超えると

きの 9 回目以降の当該

業務に従事する場合に

は、 400 円を加算す

る。 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

病院の看護部に属する職員（中央手

術部に勤務する者に限る 。） が、正

規の勤務時間が午後 4 時から翌日の

午前 9 時までの間に割り振られた日

（年末年始の週休日に勤務を命ぜら

れた場合であって、当該勤務を命ぜ

られた時間が午後 4 時から翌日の午

前 9 時までの間であるものを含

む 。） において行う直接看護業務

（直接、患者の看護を行う業務をい

う 。）  

業務に従事した時間帯

及びその時間数に応じ

て、勤務 1 回につき

11,900円以内で理事長

が別に定める額 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

みどり市民病院の病棟に勤務する助

産師、看護師、准看護師又は看護師

補が、その割り振られた正規の勤務

勤務 1 回につき 8,100

円以内で理事長が別に

定める額 

 



 

時間による勤務（年末年始の週休日

の勤務を含む 。） の一部又は全部と

して午後10時から翌日の午前 5 時ま

での間において行う看護の業務 

業務に従事する回数が

1 月に一定回数を超え

るときの以降の当該業

務に従事する場合に

は、 900 円以内で理事

長が別に定める額を加

算する。 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

みらい光生病院の看護部に属する職

員（病棟に勤務する助産師、看護師

又は看護師補に限る 。） が、その割

り振られた正規の勤務時間による勤

務 ( 年末年始の週休日の勤務を含

む。 ) の一部又は全部として午後10

時から翌日の午前 5 時までの間にお

いて行う看護の業務 

勤務 1 回につき 7,160

円以内で理事長が別に

定める額 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

手術看護師手当 病院の看護部に属する職員（中央手

術部に所属する看護師に限る 。）

が、病院においてその割り振られた

正規の勤務時間による勤務（年末年

始の週休日に命ぜられた勤務を含

む。）の一部又は全部として行う業

務 

勤務 1 回につき 800 円 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

専門看護手当 看護保健職給料表の適用を受ける職

員（管理職手当受給者を除く。）の

うち次の各号に掲げる資格認定を受

けた者又は研修を修了した者で、か

つ、その資格等に基づく分野又は行

為の業務を行い、その資格等が業務

に直接役立つと認められる者 

(1) 一般社団法人日本NP教育大学院

協議会による診療看護師（NP） 

(2) 公益社団法人日本看護協会によ

る専門看護師 

(3) 公益社団法人日本看護協会によ

る認定看護師 

(4) 保健師助産師看護師法（昭和23

年法律第 203 号）第37条の 2 第 2

項第 4 号に規定する特定行為研修 

月額60,000円以内で理

事長が別に定める額 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

年末年始手当 12月29日から翌年の 1 月 3 日までの

間に、病院及び各医療センターに勤

務する職員（教員及び管理職手当受

業務に従事した日の区

分に応じて、勤務 1 回

につき 



 

給者を除く 。） が病院において行う

7 時間45分以上の業務、病院の診療

科又は中央部門において二交替制で

勤務する教員（裁量労働制適用教員

を除く 。） が、その割り振られた正

規の勤務時間による勤務の一部又は

全部として行う診療の業務及びみど

り市民病院並びにみらい光生病院に

勤務する職員が病院において行う 7

時間45分以上の業務 

1,400 円から 3,900 円

までの間において、理

事長が別に定める額 

 

他の特殊勤務手当（夜

間・休日等診療業務手

当を除く 。） と併給で

きる。 

講師業務手当 本学において講師として教授を行う

業務（教員にあっては、その所属又

は兼務していない学部又は研究科に

おける当該業務に限る。） 

1 授業時数につき

1,000 円 

 

大学院手当 大学院研究科の担当を命ぜられてい

る教員又は大学院研究科における学

生の指導を命ぜられている教員（理

事長が別に定める者に限る。）が大

学院研究科において行う研究等の業

務 

理事長が別に定める額 

 

他の特殊勤務手当（放

射線取扱手当を除

く。）と併給できる。 

医師研究手当 教員（管理職手当受給者は除く。）

の行う病院、みどり市民病院及びみ

らい光生病院における医師としての

診療業務 

理事長が別に定める額 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

教員のうち医師又は歯科医師免許を

有する者の業務 

給料月額に 100 分の 8

（病院の診療科部長を

命ぜられた教授、准教

授若しくは講師、教授

（診療担当）又は病院

教授にあっては 100 分

の10、病院の診療科部

長を命ぜられていない

教授にあっては 100 分

の 6 ）を乗じて得た額 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

教員（医学研究科共同研究教育セン

ター地域医療教育研究センターに所

属する者に限る。）が医学研究科又

は病院において行う研究、診療又は

手術の業務 

勤務 1 回につき 

10,000円 

夜間・休日等診療業

務手当 

病院の診療科又は中央部門において

二交替制で勤務する教員が、あらか

じめ決められた診療態勢の一部又は

全部として、月曜日から金曜日まで

（休日を除く。）の午後10時から翌

勤務 1 回につき 

29,000円以内で理事長

が別に定める額（救命

救急センターにおける

診療の業務にあっては



 

日の午前 5 時までの間又は土曜日、

日曜日若しくは休日において行う診

療の業務 

34,000円以内で理事長

が別に定める額、総合

内科・総合診療科その

他の理事長が別に定め

る勤務場所等における

診療の業務にあっては

29,000円）とし、当該

業務に従事する日が12

月29日から翌年の 1 月

3 日までの場合には、

当該額に 1,400 円から

3,900 円までの間にお

いて理事長が別に定め

る額を加算するものと

する。 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

みどり市民病院に勤務する教員が、

あらかじめ割り振られた正規の勤務

時間による勤務の一部又は全部とし

て、月曜日から金曜日まで（休日を

除く。）の午後10時から翌日の午前

5 時までの間又は土曜日、日曜日若

しくは休日において二次救急病院群

輪番日に救急患者対応として行う診

療業務 

勤務 1 回につき 

24,000円とし、当該業

務に従事する日が12月

29日から翌年の 1 月 3

日までの場合には、当

該額に 3,200 円から

3,900 円までの間にお

いて理事長が別に定め

る額を加算するものと

する。 

 

他の特殊勤務手当（夜

間業務手当及び年末年

始手当を除く 。） と併

給できる。 

緊急呼出業務手当 教員（裁量労働制適用教員に限

る。）が月曜日から金曜日まで（休

日を除く 。） の午後 9 時から翌日の

午前 8 時30分までの間又は土曜日、

日曜日若しくは休日に、緊急の呼び

出しを受けて出勤して行う診療の業

務 （病院長が指定するものに限

る 。）  

1 回の出勤につき

20,000円（当該業務に

従事した時間が 2 時間

以下の場合にあっては

、 8,000 円） 

 

他の特殊勤務手当（夜

間・休日等手術手当を

除く 。） と併給できる

。 

病院に勤務する教員（裁量労働制適

用教員及び管理職手当受給者を除

く。）が月曜日から金曜日まで（休

日を除く。）の午後 9 時から翌日の

午前 8 時45分までの間又は土曜日、

日曜日若しくは休日に、緊急の呼び

出しを受けて出勤して行う診療の業

務（病院長が指定するものに限

1 回の出勤につき

3,000 円 

 

他の特殊勤務手当（夜

間・休日等手術手当を

除く 。） と併給できる

。 



 

る。） 

みどり市民病院に勤務する教員（管

理職手当受給者に限る。）が月曜日

から金曜日まで（休日を除く 。） の

午後 9 時から翌日の午前 8 時45分ま

での間又は土曜日、日曜日若しくは

休日に、緊急の呼び出しを受けて出

勤して行う診療の業務（病院長が指

定するものに限る 。）  

1 回の出勤につき

10,000円（当該業務に

従事した時間が 2 時間

以下の場合にあっては

、 7,000 円） 

 

他の特殊勤務手当（夜

間・休日等手術手当を

除く 。） と併給できる

。 

病院に勤務する臨床工学技士及び臨

床工学技士補（待機命令を受けてい

ない者に限る。）並びに各医療セン

ター、みどり市民病院又はみらい光

生病院に勤務する職員（待機命令を

受けていない者で理事長が別に定め

る職員に限る。）が正規の勤務時間

外に、緊急の呼び出しを受けて出勤

して従事する業務 

1 回の出勤につき

1,500 円 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

夜間 ･ 休日等手術手

当 

  

教員（裁量労働制適用教員に限

る。）が月曜日から金曜日まで（休

日を除く。）の午後 9 時から翌日の

午前 8 時30分までの間若しくは土曜

日、日曜日若しくは休日に行う手術

の業務又は分べんを取り扱う業務

（病院長が指定するものに限る。） 

勤務 1 回につき 

20,000円（当該業務に

従事した時間が 2 時間

以下の場合（夜間・休

日等診療業務手当と併

給する場合を除く 。）

にあっては 8,000 円、

夜間・休日等診療業務

手当と併給する場合に

あっては 5,000 円） 

 

他の特殊勤務手当（緊

急呼出業務手当を除く

。） と併給できる。 

教員（裁量労働制適用教員を除

く。）が月曜日から金曜日まで（休

日を除く。）の午後 9 時から翌日の

午前 8 時30分までの間若しくは土曜

日、日曜日若しくは休日に、あらか

じめ割り振られた正規の勤務時間に

よる勤務の一部若しくは全部として

行う手術の業務又は分べんを取り扱

う業務（病院長が指定するものに限

る。） 

勤務 1 回につき 

5,000 円 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

みどり市民病院に勤務する管理職手

当受給者が月曜日から金曜日まで

（休日を除く 。） の午後 9 時から翌

日の 8 時45分までに間若しくは土曜

日、日曜日若しくは休日に、あらか

じめ割り振られた正規の勤務時間に

よる勤務の一部もしくは全部として

勤務 1 回につき 

10,000円（当該業務に

従事した時間が 2 時間

未満の場合にあっては

7,000 円） 

 



 

行う手術の業務（病院長が指定する

ものに限る） 

他の特殊勤務手当（緊

急呼出業務手当を除く

。） と併給できる。 

産業医手当 医師免許を有する教員が行う本学の

産業医としての業務 

月額15,000円 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

夜間・休日等手術加

算手当 

病院に勤務する医師免許を有する教

員が行う診療報酬の算定方法（平成

20年厚生労働省告示第59号）別表第

1 第 2 章第 9 部通則 5 イ又は第10部

通則12イに係る規定の適用を受ける

業務 

勤務 1 回につき理事長

が別に定める額 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

分べん業務手当 教員が行う分べんを取り扱う業務 分べん 1 件につき 

10,000円 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

新生児担当医手当 教員が行うＮＩＣＵに入院した新生

児を担当する業務 

該当の教員が担当する

新生児 1 人がＮＩＣＵ

に入院した件数 1 件に

つき10,000円 

 

支給に当たっては、当

該入院をした日を基準

とする。 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

論文審査手当 学位審査（論文審査に係る審査に限

る。）の審査員としての業務 

審査 1 件につき 

5,000 円 

 

他の特殊勤務手当と併

給できる。 

（一

部改正 平成20年達第20号、第94号、平成21年達第18号、第66号、第98号、平成22年達

第18号、第 103 号、第 116 号、平成23年達第 8 号、第28号、平成24年達第 7 号、第33号、

平成25年達第30号、平成25年達第66号、平成26年達第88号、平成27年達第45号、平成29

年達第31号、平成29年達第71号、平成30年達第45号、平成31年達第57号、令和 2 年達第

58号、令和 2 年達第 117 号、令和 3 年達第 2 号、令和 3 年達第28号、令和 4 年達第67号、

令和 5 年達第 112 号、令和 5 年達第 170 号、令和 5 年達第 181 号、令和 6 年達第77号） 



 

別表第 9 の 2 （入試業務手当一覧表） 

試験の区分 従事する業務 支給額 

一般選抜入

学試験（大

学） 

  

学力検査出題委員 

1 委員につき37,800円（主任にあっては

43,200円、副主任にあっては40,000

円 ）。 ただし、複数の科目、日程等の出

題委員となる場合には、上記の金額に 2

を乗じて得た額を支給することができ

る。 

実技検査出題委員 
1 委員につき18,900円（主任にあって

は、21,600円） 

小論文試験実施委員 
1 委員につき 9,000 円（主任にあって

は、11,700円） 

学校推薦型

選抜（大

学） 

学校推薦型選抜実施委員

（出題に関する業務に従

事する者に限る 。）  

1 委員につき 9,000 円（主任にあって

は、11,700円） 

私費外国人

留学生選

抜、帰国生

徒・外国学

校出身者選

抜 

私費外国人留学生選抜実

施委員（出題に関する業

務に従事する者に限

る 。）  

1 委員につき 9,000 円（主任にあって

は、11,700円） 

私費外国人留学生選抜、

帰国生徒・外国学校出身

者選抜実施委員 

1 委員につき 9,000 円（主任にあって

は、11,700円） 

編入学試験 

編入学試験実施委員（出

題に関する業務に従事す

る者に限る 。）  

1 委員につき 9,000 円（主任にあって

は、11,700円） 

大学院入学

試験 

出題委員 

1 委員につき 2,375 円 論文試験実施委員 

小論文試験実施委員 

大学入学共

通テスト 

監督者 
1 時間当たり 1,500 円 

試験場医務室医師 

（一部改正 平

成20年達第20号、第94号、平成21年達第98号、第 104 号、平成23年達第85号、平成24年達

第 7 号、平成25年達第30号、平成26年達第 1 号、平成27年達第45号、令和 3 年達第 2 号） 



 

別表第 9 の 3 （応援診療手当一覧表） 

業務の区分 従事する場所 支給額 

病理解剖業務 各病院等 日額95,000円以内で理

事長が別に定める額 

手術業務 医師免許取得後15年以

上経過した者又は専門

医を取得している者が

行う場合 日額95,000

円以内で理事長が別に

定める額 

 

医師免許取得後15年に

満たない者が行う場合 

日額70,000円以内で理

事長が別に定める額 

外来業務 

病理組織検査業務 

麻酔業務 診療報酬（麻酔科）を

基礎として理事長が別

に定める額 

救急医療業務、産婦人科業務、東部医療

センターにおける集中治療センター又は

5 階東病棟の高度治療室での重症患者等

の診療業務及び西部医療センターにおけ

る未熟児病棟での業務 

各医療センター 日額52,000円以内で理

事長が別に定める額 

第 2 次救急医療体制下での診療業務 みどり市民病院 日額75,000円以内で理

事長が別に定める額 

土曜日、日曜日、休日（以下「休診日」

という 。） 及び診療時間外の管理当直業

務のうち、以下の従事時間の全部を含む

もの 

(1) 休診日の午前 8 時45分から午後 5 時

15分まで 

(2) 午後 5 時15分から翌日の午前 8 時45

分まで 

みどり市民病院

又はみらい光生

病院 

1 勤務 49,400円 

備考 

1  この表において「医師免許」とは、医師法（昭和23年法律第 201 号）第 2 条又は歯科

医師法（昭和23年法律第 202 号）第 2 条に規定する免許をいう。 

2  この表において「専門医」とは、一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本

歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた者（当分の間、

学会が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた者も含む 。） をいう。 

（この表追加 令和 3 年達第40号  一部改正 令和 5 年達第 112 号） 



 

別表第10（期末手当支給割合表） 

基準日以前 6 箇月以内の在職

期間 

管理職手当受給者 

（教員を除く。） 
 その他の職員 

183 (182) 日 1.025 月 1.225 月 

151 日以上 182 (181) 日以下 0.82月 0.98月 

91日以上 150 日以下 0.615 月 0.735 月 

1 日以上  90 日以下 0.3075月 0.3675月 

備考 括弧書は、基準日がうるう年以外の 6 月 1 日の場合に適用する。  

（一部改正 平成19年達第81号、平成21年達第98号、平成22年達第 110

号、平成30年達第96号、令和 2 年達第 119 号、令和 3 年達第77号、令和 5 年達第 185 号） 

別表第11（勤勉手当支給割合表） 

基準日以前

6 箇月以内

の勤務期間 

管理職手当受給者（教

員を除く 。）  
  係長級職員   その他の職員 

評語  評語  評語  

183(182)日 

Ｓ  1.37月 Ｓ 1.06月 
Ｓ又はＡ 1.035 月 

Ａ  1.26月 Ａ    1.035月 

Ｂ又はＣ  1.15月 Ｂ又はＣ    1.01 月 Ｂ又はＣ  1.025 月 

Ｄ  1.04月 Ｄ    0.875月 Ｄ  0.915 月 

167 日以上

182(181)日

以下 

Ｓ  1.3015月 Ｓ 1.007 月 
Ｓ又はＡ 0.98325 月 

Ａ  1.197 月 Ａ 0.98325 月 

Ｂ又はＣ  1.0925月 Ｂ又はＣ  0.9595月 Ｂ又はＣ 0.97375 月 

Ｄ  0.988 月 Ｄ 0.83125 月 Ｄ 0.86925 月 

151 日以上

166 日以下 

Ｓ 1.233 月 Ｓ 0.954 月 
Ｓ又はＡ 0.9315月 

Ａ 1.134 月 Ａ  0.9315月 

Ｂ又はＣ 1.035 月 Ｂ又はＣ  0.909 月 Ｂ又はＣ  0.9225月 

Ｄ 0.936 月 Ｄ  0.7875月 Ｄ 0.8235月 

136 日以上

150 日以下 

Ｓ 1.096 月 Ｓ   0.848 月 
Ｓ又はＡ 0.828 月 

Ａ 1.008 月 Ａ   0.828 月 

Ｂ又はＣ  0.92 月 Ｂ又はＣ   0.808 月 Ｂ又はＣ 0.82月 

Ｄ 0.832 月 Ｄ     0.7 月 Ｄ 0.732 月 

121 日以上

135 日以下 

Ｓ 0.959 月 Ｓ 0.742 月 
Ｓ又はＡ 0.7245月 

Ａ 0.882 月 Ａ   0.7245月 

Ｂ又はＣ 0.805 月 Ｂ又はＣ   0.707 月 Ｂ又はＣ 0.7175月 

Ｄ 0.728 月 Ｄ  0.6125月 Ｄ 0.6405月 

106 日以上

120 日以下 

Ｓ 0.822 月 Ｓ 0.636 月 
Ｓ又はＡ 0.621 月 

Ａ 0.756 月 Ａ   0.621 月 

Ｂ又はＣ  0.69月 Ｂ又はＣ   0.606 月 Ｂ又はＣ 0.615 月 

Ｄ 0.624 月 Ｄ   0.525 月 Ｄ 0.549 月 



 

91日以上

105 日以下 

Ｓ 0.685 月 Ｓ 0.53月 
Ｓ又はＡ 0.5175月 

Ａ  0.63月 Ａ   0.5175月 

Ｂ又はＣ 0.575 月 Ｂ又はＣ   0.505 月 Ｂ又はＣ 0.5125月 

Ｄ  0.52月 Ｄ  0.4375 月 Ｄ 0.4575月 

76日以上

90日以下 

Ｓ 0.548 月 Ｓ 0.424 月 
Ｓ又はＡ 0.414 月 

Ａ 0.504 月 Ａ   0.414 月 

Ｂ又はＣ 0.46月 Ｂ又はＣ  0.404 月 Ｂ又はＣ 0.41月 

Ｄ 0.416 月 Ｄ    0.35 月 Ｄ 0.366 月 

61日以上

75日以下 

Ｓ 0.411 月 Ｓ 0.318 月 
Ｓ又はＡ 0.3105月 

Ａ 0.378 月 Ａ   0.3105月 

Ｂ又はＣ 0.345 月 Ｂ又はＣ   0.303 月 Ｂ又はＣ 0.3075月 

Ｄ 0.312 月 Ｄ  0.2625月 Ｄ 0.2745月 

46日以上

60日以下 

Ｓ 0.274 月 Ｓ 0.212 月 
Ｓ又はＡ 0.207 月 

Ａ 0.252 月 Ａ   0.207 月 

Ｂ又はＣ  0.23月 Ｂ又はＣ  0.202 月 Ｂ又はＣ 0.205 月 

Ｄ 0.208 月 Ｄ   0.175 月 Ｄ 0.183 月 

31日以上

45日以下 

Ｓ  0.2055月 Ｓ 0.159 月 
Ｓ又はＡ 0.15525 月 

Ａ  0.189 月 Ａ  0.15525月 

Ｂ又はＣ  0.1725月 Ｂ又はＣ   0.1515月 Ｂ又はＣ 0.15375 月 

Ｄ  0.156 月 Ｄ  0.13125月 Ｄ 0.13725 月 

16日以上

30日以下 

Ｓ 0.137 月 Ｓ 0.106 月 
Ｓ又はＡ 0.1035月 

Ａ 0.126 月 Ａ  0.1035 月 

Ｂ又はＣ 0.115 月 Ｂ又はＣ   0.101 月 Ｂ又はＣ 0.1025月 

Ｄ 0.104 月 Ｄ   0.0875月 Ｄ 0.0915月 

1 日以上

15日以下 

Ｓ  0.0685月 Ｓ 0.053 月 
Ｓ又はＡ 0.05175 月 

Ａ  0.063 月 Ａ  0.05175月 

Ｂ又はＣ  0.0575月 Ｂ又はＣ   0.0505月 Ｂ又はＣ 0.05125 月 

Ｄ  0.052 月 Ｄ  0.04375月 Ｄ 0.04575 月 

備考 1  括弧書は基準日がうるう年以外の 6 月 1 日の場合に適用する。 

備考 2  この表において、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」及び「Ｄ」とは、人事評価

による評語（教員及び新たに職員となった者にあっては、当該評語を「Ｂ」とみ

なす。）をいう。 

（一部改

正 平成20年達第20号、平成21年達第98号、平成22年達第 110 号、平成27年達45号、平

成28年達46号、平成29年達第31号、平成30年達第45号、平成30年達第96号、令和元年第

10号、令和元年第51号、令和 3 年第40号、令和 4 年達第 160 号、令和 5 年達第 185 号、  

令和 6 年達第80号） 

 


